
棚卸資産の評価方法 

届出の棚卸評価をしなかった場合 

棚卸資産の評価方法の選定・変更 

 法人が商品・製品・原材料などの棚卸資

産を有することとなる場合には、その事業

の種類（又は事業所）ごと・棚卸資産の区

分ごとにどのような方法で評価を行うか選

択し、その「届出書」を所轄の税務署に提

出しなければなりません（提出がない場合

には、法定評価方法である「最終仕入原価

法による原価法」となります）。 

期末評価 原価法・低価法 

算定方法 個別法・先入先出法・総平均法 

移動平均法・最終仕入原価法・

売価還元法 

 この棚卸資産の評価方法を変更しようと

する場合には、その新たな評価方法を採用

しようとする事業年度開始の日の前日まで

に、「変更申請書」を所轄税務署長に提出し、

承認を受けなければなりません（原則とし

て選択した方法で３年以上継続適用後）。 

届け出た評価方法で評価しなかった場合 

 もし、「届出書」と異なる評価方法により

評価を行った場合、どのような形になるで

しょうか。この場合、法定評価方法である

「最終仕入原価法による原価法」（一定の場

合、その法人が行った評価方法）により評

価することとされています。 

例えば、「総平均法」の届出を行っている

会社が変更手続きを経ないで「先入先出法」

を行っている場合には、税務署の行う更

正・決定の場面では、「最終仕入原価法」に

より評価する場合もあるということになり

ます（一定の場合、届出の「総平均法」で

是正も認められます。自主的な修正申告の

場合には、この例が多いと思います）。 

一方、「総平均法」の届出を行っている会

社が変更手続きを経ないで「最終仕入原価

法」を適用して申告した場合には、適法と

はいえませんが、結果的には認められるこ

とになります。ただし、青色申告の取消事

由として「選定した評価方法による評価額

で行われていない場合」が挙げられている

ため、高リスクといえます。 

評価方法を設立第１期目に変更できる？ 

 設立当初に、ある評価方法で届け出てい

たが、最初の申告時に別の評価方法を採用

したいという場合では事情が異なります。 

設立後最初に提出する法人税申告書の提

出期限内であり、その変更後の評価方法を

最初の申告で採用しているときは、当初の

「届出書」からの変更が認められています。 
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